
建築物及び建築物の使用に関する違反防止対策協議会設置要綱 

（目的及び設置） 

第１条 建築物及び建築物の使用に関する違反を防止するために、環境局、健康福祉局、

消防局、まちづくり局及び関係部局（以下「関係局」という。）が個別に得た情報を効率

的かつ的確に共有し、連携を図り、総合的な対策を推進することを目的として、関係局

による建築物及び建築物の使用に関する違反防止対策協議会（以下「協議会」という。）

を設置し、必要な事項を定めるものとする。 

（協議事項） 

第２条 対策協議会は次の事項について協議する。 

（１）関係局相互の連携体制及び情報交換について 

（２）関係局相互からの意見及び照会等に基づく合同立入り調査等について 

（３）違反対策について 

（４）違反未然防止に向けた取組 

（５）その他必要な事項について 

（組織構成） 

第３条 協議会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 協議会に座長及び副座長を置き、座長はまちづくり局指導部長を、副座長はまちづく

り局指導部建築指導課長をもって充てる。 

３ 建築の取扱いなどの課題に関する検討を行うため、必要に応じ検討部会を設置する。

（会議） 

第４条 会議は、座長が必要に応じて召集し、その議長となる。

２ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 協議会が協議のため必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見又は

説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、まちづくり局指導部建築指導課において処理する。 

（委任）                                

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は座長が定める。 



附 則 

この要綱は、平成２７年６月１０日から施行する。 

なお、従前の建築物及び建築物の使用に関する違反防止連絡協議会設置要綱については、

平成２７年６月９日をもって廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

別 表 

区 分 関 係 局 部・課 職     名 

座 長 まちづくり局 指導部 指導部長 

副座長 まちづくり局 指導部建築指導課 建築指導課長 

委 員 環境局 環境対策部大気環境課 大気環境課長 

委 員 健康福祉局 生活保護・自立支援室 担当課長 

委 員 健康福祉局 保健所生活衛生課 生活衛生課長 

委 員 消防局 予防部査察課 査察課長 



各区地域みまもり支援センター衛生課

川崎区地域みまもり支援センター衛生課

幸区地域みまもり支援センター衛生課

中原区地域みまもり支援センター衛生課

高津区地域みまもり支援センター衛生課

宮前区地域みまもり支援センター衛生課

多摩区地域みまもり支援センター衛生課

麻生区地域みまもり支援センター衛生課

各消防署

臨港消防署予防課

川崎消防署予防課

幸消防署予防課

中原消防署予防課

高津消防署予防課

宮前消防署予防課

多摩消防署予防課

麻生消防署予防課

環境局環境対策部大気環境課

　騒音振動班

　発生源大気・悪臭班

要綱第４条第３項に基づく関係者

協議会における情報連絡体制

健康福祉局保健所生活衛生課

まちづくり局指導部

建築指導課　建築監察担当
対策協議会

消防局予防部査察課

健康福祉局生活保護・自立支援室
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